
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

特

定

調

達

契

約

苦

情

検

討

委

員

会

設

置

会

計

課

要

綱

の

一

部

改

正

担

当

課

（

室

）

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

目

次

○

令

和

七

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課

○

介

護

老

人

保

健

施

設

の

廃

止

指

導

監

査

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

税

務

課

○

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

規

則

○

豚

熱

予

防

注

射

の

実

施

〃

○

岡

山

県

工

事

執

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

技

術

管

理

課

○

海

岸

法

に

基

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

耕

地

課

則

等

禁

止

物

件

の

指

定

○

建

築

士

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

建

築

指

導

課

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

岡

山

県

物

品

等

又

は

特

定

役

務

の

調

達

手

続

の

会

計

課

○

漁

港

及

び

漁

場

の

整

備

等

に

関

す

る

法

律

に

基

水

産

課

特

例

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

等

禁

止

物

件

の

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

指

定

○

海

岸

法

に

基

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

〃

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

国

際

課

等

禁

止

物

件

の

指

定

正

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

旅

券

法

に

基

づ

く

事

務

の

う

ち

急

を

要

す

る

場

〃

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

合

等

の

指

定

の

一

部

改

正

○

河

川

区

域

内

の

土

地

に

捨

て

、

又

は

放

置

し

て

河

川

課

○

一

般

旅

券

の

発

給

に

お

い

て

人

道

上

の

配

慮

を

〃

は

な

ら

な

い

も

の

の

指

定

必

要

と

す

る

場

合

の

指

定

の

一

部

改

正

○

海

岸

法

に

基

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

防

災

砂

防

課

○

岡

山

県

流

域

下

水

道

条

例

に

基

づ

く

措

置

等

の

都

市

計

画

課

等

禁

止

物

件

の

指

定

指

定

の

一

部

改

正

○

港

湾

法

に

基

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

港

湾

課

○

都

市

計

画

法

に

係

る

開

発

行

為

の

許

可

の

基

準

建

築

指

導

課

等

禁

止

物

件

の

指

定

に

関

す

る

条

例

に

基

づ

き

知

事

が

定

め

る

区

域

の

○

海

岸

法

に

基

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

〃

一

部

改

正

等

禁

止

物

件

の

指

定

岡

山

県

公

報

令和７年３月２１日 第１２６８６号



令和７年３月２１日 第１２６８６号

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

○

県

営

住

宅

の

指

定

管

理

者

の

指

定

住

宅

課

【

公

告

】

○

家

畜

伝

染

病

の

発

生

畜

産

課

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

議

会

】

○

岡

山

県

議

会

会

議

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

議

事

課

則

○

岡

山

県

議

会

傍

聴

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

総

務

課

則

○

岡

山

県

議

会

委

員

会

モ

ニ

タ

ー

テ

レ

ビ

視

聴

要

政

務

調

査

室

綱

の

一

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

○

交

番

そ

の

他

の

派

出

所

及

び

駐

在

所

の

名

称

、

地

域

課

位

置

及

び

所

管

区

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）



◎
岡
山
県
規
則
第
九
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
中
「
及
び
当
該
」
を
「
又
は
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

号
）
第
九
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
次
項
並
び
に
第
二
十

九
条
の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う

）
及
び
当

。

該
」
に

「
同
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を

、

「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
た
と
き
は
、
当
該
免
許
情

報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
道
路
交
通
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

免
許
情
報
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
の
八
第
二
項
中
「
運
転
免
許
証
」
の
下
に
「
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
た
と
き
は
、
第
二
十
七
条

の
七
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
の
表
八
の
項
中
「
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
の
八
第
三
項
」
を

「
第
二
十
七
条
の
七
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
の
八
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
号

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中

次
項
に
お
い
て

特
例
政
令

と
い
う

を
削
り

同
条
第
三
項
中

一

「
。

「

」

。
」

、

「
（

連
の
調
達
契
約
（
特
例
政
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調
達
契
約
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い

て
同
じ

）
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
は
十
四
日

」
を
削
り
、
同
項

。

）

第
四
号
中
「

一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
二
十

（

四
日

」
を
削
る
。

）
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の

特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調

達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
工
事
の
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
一
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
二
号

岡
山
県
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
七
年
岡
山
県
規
則
第
六

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「

一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

（

に
つ
い
て
は
、
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く

と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
規
定
し
た
場
合
に
限
り
、
二
十
四
日
前

」
を
削
る
。

）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の

特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調

達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
、
公
示
又
は
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
五
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
県
民
生
活
部
の
部
国
際
課
の
項
３
中

「

を

３
日

」

「

に
改
め
る
。

２
日

４
日

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号

旅
券
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
急
を
要
す
る
場
合
等
の
指
定
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
四

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
第
一
号
イ
中
「
二
親
等
」
を
「
概
ね
三
親
等
」
に

「
に
限
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同

、

号
ハ
を
削
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
七
号

一
般
旅
券
の
発
給
に
お
い
て
人
道
上
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
場
合
の
指
定
（
平
成
二
十
八
年
岡
山
県

）

、

。

告
示
第
二
百
二
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
第
一
号
中
「
二
親
等
」
を
「
概
ね
三
親
等
」
に

「
に
限
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
本
則

、

第
三
号
を
削
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
八
号

岡
山
県
流
域
下
水
道
条
例
に
基
づ
く
措
置
等
の
指
定
（
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
一
の
一

中
「
の
全
て
」
を
削
り
、
同

イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

(2)

イ

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

基
準

第
一
の
二
中
「
第
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号

都
市
計
画
法
に
係
る
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
区
域
（
令

和
三
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
一
号
の
表
総
社
市
の
項
中
「
北
溝
手
並
び
に
」
を
削
り

「
上
原
」
の
下
に
「
、
北
溝
手
」
を
、

、

「
宿
」
の
下
に
「
、
新
本
」
を
加
え
、
同
表
赤
磐
市
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の

。

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第

四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
及
び
当
該
申
請
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

を
除
く

）
に
対
す
る
許
可
に
係
る
法
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
の
申

。

請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
号

岡
山
県
特
定
調
達
契
約
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
（
平
成
八
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
四
条
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
一
号 

 

令
和
七
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

岡
山
県
毎
月
流
動
人
口
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

県
内
に
常
住
す
る
人
口
の
市
区
町
村
分
布
及
び
そ
の
流
動
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
県
政
施
策
の

基
礎
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

県
内
全
市
町
村 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

転
入
、
転
出
、
出
生
、
死
亡
、
職
権
登
録
、
職
権
消
除
、
帰
化
及
び
国
籍
喪
失
に
係
る
個
々

の
数
（
日
本
人
又
は
外
国
人
の
別
） 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

毎
月 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

県
内
全
市
町
村
長 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

毎
月 

７ 

実
施
部
課
名 

総
合
政
策
局
統
計
分
析
課 

二 

岡
山
県
鉱
工
業
指
数
作
成
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

県
内
の
鉱
工
業
生
産
活
動
の
動
向
を
数
量
的
に
把
握
し
、
経
済
指
標
の
一
つ
で
あ
る
岡
山
県
鉱

工
業
の
指
数
（
生
産
、
出
荷
及
び
在
庫
）
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

製
造
業
の
事
業
所
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
も
の 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

生
産
、
出
荷
及
び
在
庫
の
数
量 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

毎
月
末
日 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

２
の
事
業
所
の
う
ち
約
四
十
五
事
業
所 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

毎
月 

７ 

実
施
部
課
名 

総
合
政
策
局
統
計
分
析
課 

三 

県
内
事
業
所
の
男
性
育
休
取
得
状
況
等
に
関
す
る
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 
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県
内
の
民
間
事
業
所
に
お
け
る
男
性
育
休
の
取
得
状
況
、
取
得
に
当
た
っ
て
の
課
題
、
事
業
所

が
女
性
活
躍
を
推
進
す
る
上
で
の
課
題
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
支
援
ニ
ー
ズ
等
を
把

握
し
、
更
な
る
女
性
活
躍
・
少
子
化
対
策
事
業
の
企
画
立
案
を
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

２ 
県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

岡
山
県
全
域 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

企
業
規
模
等
の
事
業
所
に
関
す
る
事
項
、
事
業
所
に
お
け
る
育
児
休
業
取
得
の
現
状
等
及
び 

女
性
活
躍
推
進
に
関
す
る
事
項 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

調
査
実
施
年
度
の
前
年
度
の
一
年
間 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

常
用
労
働
者
数
五
人
以
上
二
十
九
人
以
下
の
事
業
所
の
う
ち
二
千
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
三 

十
人
以
上
の
事
業
所
の
う
ち
二
千
事
業
所 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

一
年 

７ 

実
施
部
課
名 

県
民
生
活
部
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課 

四 

産
業
廃
棄
物
実
態
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

 
 

 

令
和
八
年
度
に
第
六
次
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、 

県
内
事
業
所
を
対
象
に
産
業
廃
棄
物
の
排
出
及
び
処
理
状
況
の
実
態
を
把
握
す
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

(1) 

地
域
的
範
囲 

岡
山
県
全
域 

(2) 

属
性
的
範
囲 

県
内
事
業
所
の
う
ち
産
業
廃
棄
物
が
比
較
的
多
量
に
発
生
す
る
事
業
所 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

産
業
廃
棄
物
の
排
出
及
び
処
理
状
況 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

約
五
千
事
業
所 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

 
 

 

郵
送
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

五
年 

７ 

実
施
部
課
名 

環
境
文
化
部
循
環
型
社
会
推
進
課 

五 

岡
山
県
観
光
客
動
態
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 
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県
内
の
観
光
地
の
観
光
客
数
、
観
光
の
内
容
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
暦
年
比
較
及
び
傾
向

分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
観
光
施
策
立
案
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

(1) 

県
の
観
光
地
点
等
名
簿
に
掲
げ
る
観
光
地
点
及
び
行
祭
事
・
イ
ベ
ン
ト
（
以
下
「
観
光
地
点 

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
前
年
の
観
光
入
込
客
数
が
一
万
人
以
上
又
は
前
年
の
特
定
月
の
観
光

入
込
客
数
が
五
千
人
以
上
で
あ
る
も
の 

(2) 

県
内
の
十
箇
所
の
主
要
観
光
地
を
訪
れ
た
観
光
客 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

ア 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
観
光
地
点
等
ご
と
の
月
別

観
光
入
込
客
数 

イ 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
居
住
地
、
性
別
、
年
齢
、
日
帰
り
又

は
宿
泊
の
別
、
旅
行
の
目
的
、
旅
行
の
人
数
、
観
光
地
の
訪
問
回
数
、
岡
山
県
の
訪
問
回
数
、

利
用
し
た
交
通
機
関
、
旅
行
費
用
、
観
光
に
来
た
き
っ
か
け
及
び
旅
行
の
満
足
度 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

ア 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
四
半
期
ご
と 

イ 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
四
半
期
ご
と
に
各
一
日
程
度 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

(1) 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
観
光
地
点
等
の
う
ち
約
八
百 

 
 

の
観
光
地
点
等
の
管
理
者
又
は
主
催
者 

(2) 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
観
光
客
の
う
ち
約
八
千
人 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

(1) 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
郵
送
調
査
、
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
、 

電
話
調
査
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
調
査 

(2) 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
調
査
員
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

毎
四
半
期 

７ 

実
施
部
課
名 

産
業
労
働
部
観
光
課 

六 

県
内
企
業
等
の
外
国
人
材
等
雇
用
実
態
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

 
 

県
内
企
業
等
に
お
け
る
外
国
人
材
等
の
雇
用
実
態
を
把
握
し
、
今
後
の
労
働
行
政
施
策
の
基
礎 

資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

(1) 

地
域
的
範
囲 

 
 

岡
山
県
全
域 

(2) 

属
性
的
範
囲 

 
 

日
本
標
準
産
業
分
類
に
お
け
る
大
分
類
「
農
業
、
林
業
」
、
「
漁
業
」
、
「
鉱
業
、
採
石
業
、
砂

利
採
取
業
」
、「
建
設
業
」
、「
製
造
業
」
、「
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
」
、「
情
報
通
信
業
」
、

「
運
輸
業
、
郵
便
業
」
、
「
卸
売
業
、
小
売
業
」
、
「
金
融
業
、
保
険
業
」
、
「
不
動
産
業
、
物
品
賃

貸
業
」
、
「
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
「
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
「
生
活

関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
」
、
「
教
育
、
学
習
支
援
業
」
、
「
医
療
、
福
祉
」
、
「
複
合
サ
ー
ビ
ス

事
業
」
及
び
「
サ
ー
ビ
ス
業(

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の)

」
に
属
し
、
従
業
員
数
が
十
五
人
以

上
の
民
間
事
業
所 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 
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(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

事
業
所
に
関
す
る
事
項
、
外
国
人
材
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
の
状
況
、
外
国
人
材
を
雇
用

し
な
い
、
又
は
で
き
て
い
な
い
事
業
所
の
状
況
及
び
行
政
に
よ
る
外
国
人
支
援
等
に
関
す
る
施

策
の
認
知
状
況 

(2) 
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

令
和
七
年
五
月
一
日 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

五
千
事
業
所 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

一
回
限
り 

７ 

実
施
部
課
名 

産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課 

七 

大
学
等
在
籍
・
就
職
状
況
等
に
係
る
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

大
学
等
新
卒
者
の
人
材
還
流
や
定
着
に
つ
な
が
る
就
職
支
援
に
つ
い
て
、
有
効
な
対
策
を
講
じ

る
た
め
の
現
状
把
握
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

県
外
の
大
学
並
び
に
県
内
の
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
職
業
能
力
開

発
大
学
校 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

在
籍
学
生
数
、
前
年
度
卒
業
者
数
、
前
年
度
卒
業
者
の
う
ち
就
職
者
数
、
前
年
度
卒
業
者
の

う
ち
岡
山
県
内
就
職
者
数
（
い
ず
れ
の
項
目
も
男
女
別
。
全
体
と
県
内
出
身
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
回
答
。
在
籍
学
生
数
に
つ
い
て
は
県
外
の
大
学
の
み
に
お
い
て
把
握
） 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

調
査
票
記
入
日
現
在
（
た
だ
し
、
前
年
度
卒
業
者
は
、
前
年
度
一
年
間
の
実
績
） 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

県
外
の
大
学
の
う
ち
平
成
二
十
九
年
度
に
県
内
高
校
を
対
象
に
実
施
し
た
大
学
進
学
先
調
査
に

お
い
て
、
進
学
者
の
多
か
っ
た
上
位
約
二
百
五
十
校
並
び
に
県
内
の
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、

高
等
専
門
学
校
全
数
及
び
職
業
能
力
開
発
大
学
校
全
数 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

一
年 

７ 

実
施
部
課
名 

産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
二
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

老
人
保
健
施
設 

く
じ
ば
苑 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
二
番
地
一
五 

二 

開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人
緑
十
字
会 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
二
番
地
一
四 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
五
八
〇
〇
四
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

介
護
老
人
保
健
施
設 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
三
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
該
当
す
る
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

を
命
ず
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

ヨ
ー
ネ
病
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
降
に

輸
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
、
令
和
七
年
四
月
一
日

以
降
に
導
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
及
び
過
去
三
年

以
内
に
ヨ
ー
ネ
病
が
発
生
し
た
農
場
の
牛
の
う
ち
、
対
象
と
な
る
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
（
以
下
「
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
実
施
期
間
」
と
い
う
。
） 

 

に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
ヨ
ー
ネ
病
の
項
方
法
の
欄
１
、
２
及
び
５
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法 

二 

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
牛
の
う

ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 
 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
検
査
の

方
法 

三 

結
核
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
結
核
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
牛
の
う

ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 
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実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
検
査
の

方
法 

四 

腐
蛆そ
病
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

蜜
蜂
の
腐
蛆そ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

蜜
蜂
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

肉
眼
検
査 

五 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
牛
の
死
体
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は
山

羊
の
死
体
の
う
ち
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
項
方
法
の
欄
１
及
び
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法 

六 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
か
ら
令
和
七
年
四
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

原
則
と
し
て
令
和
七
年
六
月
下
旬
、
八
月
中
旬
、
九
月
下
旬
及
び
十
一
月
中
旬 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
） 

七 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 
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(1) 
 

飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
の
場
合
は
、
十
羽
以
上
）
の
家
き
ん
飼
養
農
場
か
ら
管

轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
無
作
為
に
飼
養
規
模
別
に
抽
出
し
た
農
場
の
家
き
ん 

 
 
 
 

(2) 
 

そ
の
他
知
事
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
通
知
し
た
も
の 

 
４ 
実
施
の
期
日 

 
 

 
実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査 

八 

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

遺
伝
子
検
査 

九 

豚
熱
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

十 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
四
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豚

熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
を
受
け
る
よ
う
命
ず
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

実
施
の
目
的 

 
 
 

豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

二 

実
施
す
る
区
域 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

豚
及
び
い
の
し
し
で
、
そ
の
所
在
地
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

注
射
の
方
法 

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
の
皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
五
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規
定
に

よ
り
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
、
公
共
海
岸
に
該
当
し
、
か
つ
、
海
岸
の
利
用
、
地
形
そ
の
他
の
状
況
に

よ
り
、
海
岸
の
保
全
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
域
を
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
岸
保
全
区
域
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
告
示
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
区
域
の
う
ち
公
共
海
岸
に
該
当
す
る
区
域
と
す
る
。

海

岸

保

全

区

域

告

示

番

号

伊
里
海
岸

昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
久
々
井
海
岸
久
々
井

平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

鶴
海
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

扇
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

間
口
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

知
尾
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

前
島
福
浜
海
岸

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

松
ヶ
峠
西
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

小
馬
東
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

小
馬
西
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
海
岸
田
坪
地
区

平
成
六
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

海
岸
保
全
区
域

大
浦
鼻
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

出
走
海
岸

昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

鍬
ヶ
浜
東
海
岸

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

鍬
ヶ
浜
中
海
岸

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
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鍬
ヶ
浜
西
海
岸

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
海
岸
郡
福
島
地

平
成
六
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

区
海
岸
保
全
区
域

児
島
第
三
・
五
区
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

児
島
第
六
区
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

児
島
第
七
区
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
松
尾
海
岸
松
尾
地
区

平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号

海
岸
保
全
区
域

小
串
端
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

弁
天
島
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

大
入
海
岸

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

吉
浦
海
岸

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

東
児
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

沼
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
大
島
海
岸
大
島
地
区

平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号

海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
カ
ブ
ト
・
拓
海
海
岸

平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
号

カ
ブ
ト
・
拓
海
地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
海
岸
寺
間
地
区

平
成
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
百
三
号

海
岸
保
全
区
域

浅
王
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
白
石
南
海
岸

平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
白
石
島
田
の
浦
地
区

昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

海
岸
保
全
区
域

二

物
件

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

津
山
市
加
茂
町
倉
見
字
天
狗
岩
六
六
四
の
一
五
、
字
根
知
ケ
谷
六
六
九
の
一
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
七
号

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物

件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

漁
港
名

放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域

放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件

頭
島
漁
港

昭
和
五
十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
十
一

一

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

用
に
供
す
る
工
作
物

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

二

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

大
多
府
漁
港

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
五
百
十
七
号

す
る
自
動
車
、
同
条
第
三
項

で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及
び

に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転

漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁
港

車
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す

管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

る
軽
車
両
及
び
同
条
第
八
項

に
規
定
す
る
使
用
済
自
動
車

西
脇
漁
港

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
四

並
び
に
こ
れ
ら
の
部
品

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物

呼
松
漁
港

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
四

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

穂
浪
漁
港

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
四

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

虫
明
漁
港

昭
和
四
十
九
年
農
林
省
告
示
第
八
百
十
三
号

で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及
び

漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁
港

管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

朝
日
漁
港

昭
和
五
十
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
五

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

久
久
井
漁
港

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
五
百
十
七
号
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で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及
び

漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁
港

管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

大
畠
漁
港

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
四

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

下
津
井
漁
港

平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
六
十

一
号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港

及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き

漁
港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

沙
美
漁
港

昭
和
五
十
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百

八
号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港

及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き

漁
港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

寄
島
漁
港

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
告
示
第
二
百
九
十
九

号
で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁

港
管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域

白
石
島
漁
港

平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
四
十
号

で
告
示
し
た
漁
港
の
区
域
の
う
ち
、
漁
港
及
び

漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
漁
港

管
理
者
が
管
理
す
る
水
域
及
び
陸
域
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
八
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規
定
に

よ
り
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
、
公
共
海
岸
に
該
当
し
、
か
つ
、
海
岸
の
利
用
、
地
形
そ
の
他
の
状
況
に

よ
り
、
海
岸
の
保
全
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
域
を
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
岸
保
全
区
域
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
告
示
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
区
域
の
う
ち
公
共
海
岸
に
該
当
す
る
区
域
と
す
る
。

海

岸

保

全

区

域

告

示

番

号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
頭
島
漁
港
海
岸

昭
和
五
十
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
大
多
府
漁
港
海
岸

昭
和
五
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
西
脇
漁
港
海
岸

昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
呼
松
漁
港
海
岸

昭
和
四
十
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
穂
浪
漁
港
海
岸
井
田

昭
和
四
十
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
穂
浪
漁
港
海
岸
灘
地

昭
和
四
十
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
虫
明
漁
港
海
岸
（
虫

平
成
九
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

明
地
区
）
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
虫
明
漁
港
海
岸
（
瀬

平
成
九
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

溝
地
区
）
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
朝
日
漁
港
海
岸
子
父

令
和
五
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号

雁
地
区
海
岸

岡
山
県
岡
山
沿
岸
朝
日
漁
港
海
岸
宝
伝

令
和
五
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号

地
区
海
岸

岡
山
県
岡
山
沿
岸
久
久
井
漁
港
海
岸
海

平
成
八
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
号

岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
大
畠
漁
港
海
岸

平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
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岡
山
県
岡
山
沿
岸
下
津
井
漁
港
海
岸
田

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
八
号

之
浦
地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
下
津
井
漁
港
海
岸
吹

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
八
号

上
地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
沙
美
漁
港
海
岸

平
成
二
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
三
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
寄
島
漁
港
海
岸
海
岸

平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
七
十
五
号

保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
白
石
島
漁
港
海
岸
西

平
成
七
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

ノ
浦
地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
白
石
島
漁
港
水
場
地

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

区
海
岸

二

物
件

１

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物

２

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動

車
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
軽
車
両
及
び
同
条

第
八
項
に
規
定
す
る
使
用
済
自
動
車
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
品

３

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
廃
棄
物
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
九
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

智
頭
勝
田
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

美
作
市
余
野
字
清
後
八
二
番
一
地
先
か
ら 

美
作
市
余
野
字
坂
平
二
番
一
地
先
ま
で 

美
作
市
余
野
字
清
後
八
二
番
一
地
先
か
ら 

美
作
市
余
野
字
坂
平
二
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

八
・
〇
～ 

二
一
・
三 

九
・
八
～ 

二
一
・
三 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
一
四
・
五 

五
一
四
・
五 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

県
道 

道

路

の

種

類 

智
頭
勝
田
線 

路

線

名 

美
作
市
余
野
字
清
後
八
二
番
一
地
先
か
ら 

美
作
市
余
野
字
坂
平
二
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
七
年
三

月
二
十
一
日 

供
用
開
始

年

月

日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
一
号 

河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

河
川
区
域
内
の
土
地
に
捨
て
、
又
は
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
七
年

七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

                  

二
級
河
川
下
村
川
水
系 

二
級
河
川
砂
川
水
系 

二
級
河
川
笹
ヶ
瀬
川
水
系 

二
級
河
川
笹
ヶ
瀬
川
水
系 

二
級
河
川
倉
敷
川
水
系 

二
級
河
川
倉
敷
川
水
系 

二
級
河
川
倉
敷
川
水
系 

二
級
河
川
倉
敷
川
水
系 

二
級
河
川
倉
敷
川
水
系 

二
級
河
川
倉
敷
川
水
系 

二
級
河
川
里
見
川
水
系 

二
級
河
川
里
見
川
水
系 

一
級
河
川
旭
川
水
系 

一
級
河
川
旭
川
水
系 

一
級
河
川
吉
井
川
水
系 

一
級
河
川
吉
井
川
水
系 

一
級
河
川
吉
井
川
水
系 

水
系
名 

下
村
川 

砂
川 

足
守
川 

笹
ヶ
瀬
川 

吉
岡
川 

六
間
川 

郷
内
川 

丙
川 

妹
尾
川 

倉
敷
川 

道
口
川 

里
見
川 

砂
川 

庄
内
川 

干
田
川 

千
町
川
派
川 

千
町
川 

河
川
名 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物 

河
川
区
域
内
の
土
地
に
捨
て
、
又
は
放
置
し
て

は
な
ら
な
い
も
の 
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二
級
河
川
新
田
川
水
系 

二
級
河
川
庄
田
川
水
系 

二
級
河
川
石
谷
川
水
系 

二
級
河
川
伊
里
川
水
系 

二
級
河
川
馬
場
川
水
系 

二
級
河
川
江
川
水
系 

二
級
河
川
幸
田
川
水
系 

二
級
河
川
幸
崎
川
水
系 

二
級
河
川
幸
崎
川
水
系 

二
級
河
川
小
田
川
水
系 

二
級
河
川
長
谷
川
水
系 

二
級
河
川
吉
田
川
水
系 

二
級
河
川
今
立
川
水
系 

二
級
河
川
大
島
川
水
系 

新
田
川 

庄
田
川 

石
谷
川 

伊
里
川 

馬
場
川 

江
川 

幸
田
川 

藤
井
川 

幸
崎
川 

小
田
川 

長
谷
川 

吉
田
川 

今
立
川 

大
島
川 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
二
号 

 

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規
定
に

よ
り
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
、
公
共
海
岸
に
該
当
し
、
か
つ
、
海
岸
の
利
用
、
地
形
そ
の
他
の
状
況
に

よ
り
、
海
岸
の
保
全
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
域
を
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

区
域 

 
 

次
に
掲
げ
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
公
共
海
岸
に
該
当
す
る
区
域
と
す
る
。 

 

１ 

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
鹿
久
居
大
浜
海

岸
、
鹿
久
居
ケ
ン
ジ
海
岸
、
鶴
島
西
海
岸
、
頭
島
外
輪
海
岸
、
頭
島
北
浦
海
岸
、
鴻
島
亀
浦
海
岸
、

鴻
島
舟
隠
海
岸
、
伝
吉
田
海
岸
、
鴻
島
日
後
海
岸
、
鴻
島
桃
の
木
海
岸
、
立
花
海
岸
、
木
島
海
岸
、

前
泊
海
岸
、
鈴
井
海
岸
、
白
馬
海
岸
、
筵
江
海
岸
、
前
島
矢
浦
海
岸
、
前
島
南
海
岸
、
前
島
荒
崎

海
岸
、
黄
島
西
海
岸
、
鹿
忍
池
浦
海
岸
、
犬
島
東
海
岸
、
犬
島
南
海
岸
、
犬
島
西
海
岸
、
柿
原
海

岸
、
三
蟠
九
蟠
海
岸
、
北
浦
海
岸
、
飽
浦
海
岸
、
宮
浦
海
岸
、
宮
浦
西
原
海
岸
、
後
閑
海
岸
、
沼

海
岸
、
ハ
ナ
ン
ド
崎
海
岸
、
池
畑
海
岸
、
田
井
海
岸
、
唐
琴
海
岸
、
赤
崎
海
岸
、
釜
島
海
岸
、
六

口
島
海
岸
、
六
口
島
西
海
岸
、
白
石
島
東
海
岸
、
布
越
北
海
岸
、
豊
浦
東
海
岸
、
千
の
浜
海
岸
、

金
風
呂
西
海
岸
、
北
木
島
東
海
岸
、
真
鍋
島
西
海
岸
、
真
鍋
島
南
海
岸
、
天
神
海
岸
、
大
浦
海
岸
、

大
飛
島
佐
場
海
岸
及
び
布
浜
海
岸 

 

２ 

昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
越
鳥
海
岸 

 

３ 

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
丸
岩
海
岸 

 

４ 

昭
和
五
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
敷
井
海
岸 

 

５ 

昭
和
五
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
千
五
十
五
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
大
飛
島
北
海

岸
、
白
石
島
西
海
岸
及
び
高
島
西
海
岸 

 

６ 

昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
百
九
十
二
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
大
島
海
岸 

 

７ 

昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
五
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
寄
島
海
岸 

 

８ 

平
成
三
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
岡
山
県
岡
山
沿

岸
木
生
海
岸
保
全
区
域 

 

９ 

平
成
八
年
岡
山
県
告
示
第
三
十
五
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
長
島
日
出
南
海
岸 

 

10 

平
成
八
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
瀬
溝
南
海
岸 

 

11 

平
成
九
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
八
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
長
島
日
出
北
海
岸

及
び
長
島
内
白
間
海
岸 

 

12 

平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
一
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
岡
山
県
岡
山
沿

岸
渋
川
海
岸
保
全
区
域 

 

13 

平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
九
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
岡
山
県
岡
山

沿
岸
金
浦
海
岸
保
全
区
域 

 

14 

平
成
二
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
岡
山
県
岡

山
沿
岸
後
閑
西
海
岸
保
全
区
域 

 

15 

令
和
三
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号
で
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
岡
山
県
岡
山
沿

岸
唐
琴
西
海
岸
保
全
区
域 

二 

放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件 

 
 

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
三
号 

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
放

置
等
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定

し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

港
湾
名 

 
 

水
島
港
、
宇
野
港
、
岡
山
港
、
東
備
港
、
牛
窓
港
、
山
田
港
、
児
島
港
、
下
津
井
港
、
笠
岡
港
及

び
北
木
島
港 

二 

放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域 

 
 

港
湾
区
域
、
港
湾
隣
接
地
域
及
び
臨
港
地
区
（
港
湾
管
理
者
が
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件 

 
 

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
四
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規
定
に

よ
り
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
、
公
共
海
岸
に
該
当
し
、
か
つ
、
海
岸
の
利
用
、
地
形
そ
の
他
の
状
況
に

よ
り
、
海
岸
の
保
全
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
域
を
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
岸
保
全
区
域
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
告
示
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
区
域
の
う
ち
公
共
海
岸
に
該
当
す
る
区
域
と
す
る
。

海

岸

保

全

区

域

告

示

番

号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
南
浦
地

平
成
二
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
岩
谷
地

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
沙
美
地

昭
和
五
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
二
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
勇
崎
宝
亀
海
岸

昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
勇
崎
・
宝
亀
地
区
海

平
成
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

岸岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
柏
島
地

昭
和
五
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
一
号
及
び

区
海
岸
保
全
区
域

平
成
五
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
渡
里
地

昭
和
五
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
三
十
五
号

区
海
岸
保
全
区
域

乙
島
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
南
畝
地

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

区
海
岸
保
全
区
域

及
び
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十

六
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
高
室
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
水
島
港
海
岸
大
室
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
六
号

区
海
岸
保
全
区
域
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岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
西
浦
幸

昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
二
号

島
地
区
海
岸
保
全
区
域

北
浦
幸
島
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
北
浦
幸

平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

島
地
区
海
岸
保
全
区
域

立
川
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
立
川
地

平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
西
小
串

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
六
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
小
串
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
西
米
崎

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
七
十
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
岡
山
港
海
岸
東
米
崎

昭
和
五
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

相
引
番
田
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
宇
野
港
海
岸
高
辺
地

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
宇
野
港
海
岸
高
辺
地
区
海
岸
保

平
成
二
十
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
宇
野
港
海
岸
宇
野
地

昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
宇
野
港
海
岸
宇
野
地
区
海
岸
保

平
成
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号
及

全
区
域

び
平
成
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
七
十
一
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
宇
野
港
海
岸
玉
地
区

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
千
二
十
七
号

海
岸
保
全
区
域

向
日
比
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
宇
野
港
海
岸
向
日
比

平
成
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

地
区
海
岸
保
全
区
域
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日
比
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
宇
野
港
海
岸
日
比
地

昭
和
五
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

区
海
岸
保
全
区
域

及
び
平
成
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
七

号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
東
備
港
海
岸
日
生
地

平
成
二
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
二
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
東
備
港
海
岸
片
上
地

平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
東
備
港
海
岸
鶴
海
地

昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

及
び
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
四
号

東
備
港
鶴
海
地
区
海
岸
保
全
区
域

平
成
四
年
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
一
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
東
備
港
海
岸
坂
田
地

昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

区
海
岸
保
全
区
域

宿
井
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
東
町
地

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
五
十
号
及

区
海
岸
保
全
区
域

び
平
成
九
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
七
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
綾
浦
地

令
和
二
年
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
紺
浦
地

令
和
二
年
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
一
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
前
島
西

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
六
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

黒
島
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
船
戸
地

平
成
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
鹿
忍
地

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
牛
窓
港
海
岸
松
ケ
峠

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
六
号

地
区
海
岸
保
全
区
域
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岡
山
県
岡
山
沿
岸
山
田
港
海
岸
東
浜
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
山
田
港
海
岸
胸
上
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
山
田
港
海
岸
山
田
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
九
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
山
田
港
海
岸
ご
う
頭

昭
和
五
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
千
四
十
四
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
児
島
地

平
成
二
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
元
浜
地

昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
三
号

区
海
岸
保
全
区
域

浜
の
宮
海
岸

昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
萱
刈
地

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
八
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
下
の
町

昭
和
五
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
一
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
琴
浦
海

昭
和
五
十
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

岸
保
全
区
域

琴
浦
海
岸

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
琴
浦
海

平
成
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
九
号

岸
地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
田
の
口

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
唐
琴
地

昭
和
五
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
一
号
及
び

区
海
岸
保
全
区
域

平
成
二
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
下
津
井
港
海
岸
下
津

昭
和
五
十
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
及

井
地
区
海
岸
保
全
区
域

び
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
三

号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
寺
間
地

平
成
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
号
、
平
成
十

区
海
岸
保
全
区
域

一
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
九
号
及
び
平
成
十
九
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年
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
神
島
外

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
六
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

大
磯
海
岸

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
横
島
・
美
の
浜
地
区

平
成
二
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
九
号

海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
夏
目
地

昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
五
十
号
及

区
海
岸
保
全
区
域

び
平
成
四
年
岡
山
県
告
示
第
六
十
八
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
鳥
ノ
江

昭
和
五
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
西
の
浜

平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
六
十
二
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
港
町
地

平
成
二
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
五
十
六
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
笠
岡
港
海
岸
笠
岡
地

令
和
六
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
北
木
島
港
海
岸
楠
・

平
成
十
七
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
及

大
浦
地
区
海
岸
保
全
区
域

び
平
成
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

岡
山
県
岡
山
沿
岸
北
木
島
港
海
岸
楠
地

平
成
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
北
木
島
港
海
岸
本
浦

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
八
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

岡
山
県
岡
山
沿
岸
北
木
島
港
海
岸
本
浦

令
和
六
年
岡
山
県
告
示
第
三
十
六
号

地
区

岡
山
県
岡
山
沿
岸
北
木
島
港
海
岸
長
場

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
百
八
号

地
区
海
岸
保
全
区
域

二

物
件

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
五
号

（

）

、

岡
山
県
営
住
宅
条
例

平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
な
お
、
県
営
住
宅
の
指
定
管
理
者
の
指
定
（
令
和
三
年
岡
山

県
告
示
第
六
百
四
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
原
尾
島
二
丁
目

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
湊
四
五
一
番
地

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
長
岡

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
東
区
可
知

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間
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令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
芳
賀

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
南
区
浦
安
本
町
九
四
番
地
の
一
四

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

県
営
住
宅
築
港
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
築
港
二
丁
目
二
五
番

県
営
住
宅
築
港
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
一
五
番

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

県
営
住
宅
玉
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
八
番
ほ
か

県
営
住
宅
玉
原
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十

県
営
住
宅
伊
部
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

備
前
市
伊
部
九
〇
番
地

県
営
住
宅
伊
部
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
一

県
営
住
宅
山
陽
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

赤
磐
市
山
陽

県
営
住
宅
山
陽
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
三

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

和
気
郡
和
気
町
尺
所
五
五
五
番
地

和
気
町

和
気
町
長

草
加

信
義

３

指
定
の
期
間
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令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
四

県
営
住
宅
老
松
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
二
番

県
営
住
宅
老
松
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
五

県
営
住
宅
中
庄
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
中
庄
団
地

県
営
住
宅
中
庄
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
六

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
笹
沖
八
八
番
地

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
七

県
営
住
宅
中
洲
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
安
江
五
五
〇
番
地
の
一

県
営
住
宅
中
洲
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
八

県
営
住
宅
菰
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
菰
池
二
丁
目
三
番

県
営
住
宅
菰
池
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
九

県
営
住
宅
中
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
児
島
小
川
一
〇
丁
目

県
営
住
宅
中
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十

県
営
住
宅
長
尾
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
五
六
五
番
地
の
一

県
営
住
宅
長
尾
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
一

県
営
住
宅
富
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
七
九
〇
番
地
の
二

県
営
住
宅
富
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
二

県
営
住
宅
柏
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
柏
島
四
三
四
八
番
地

県
営
住
宅
柏
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間
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令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
三

県
営
住
宅
総
社
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
中
央
一
丁
目
一
九
番

県
営
住
宅
総
社
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
四

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
泉
五
番
地
の
三
一

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
五

県
営
住
宅
津
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
九
番
地

県
営
住
宅
津
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
六

県
営
住
宅
林
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
八
番
地
二

県
営
住
宅
林
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
七

県
営
住
宅
河
辺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
河
辺
七
二
三
番
地

県
営
住
宅
河
辺
団
地

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
八

県
営
住
宅
高
野
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
高
野
山
西
四
二
四
番
地

県
営
住
宅
高
野
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
九

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
一
方
二
八
五
番
地

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十

県
営
住
宅
笠
岡
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

笠
岡
市
富
岡
一
八
二
番
地
の
一

県
営
住
宅
笠
岡
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

笠
岡
市
中
央
町
一
番
地
の
一

笠
岡
市

笠
岡
市
長

栗
尾

典
子

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
一

県
営
住
宅
井
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

井
原
市
井
原
町
一
四
〇
二
番
地
の
二

県
営
住
宅
井
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

井
原
市
井
原
町
三
一
一
番
地
一

井
原
市

井
原
市
長

大
舌

勲

３

指
定
の
期
間
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令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
二

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
三
二
番
地
三

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
二
〇
一
番
地

勝
央
町

勝
央
町
長

水
嶋

淳
治

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
三

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
四
七
〇
番
地
四

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
豊
野
一
番
地
二

吉
備
中
央
町

吉
備
中
央
町
長

山
本

雅
則

３

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
九
七
〕
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

  

ヨ
ー
ネ

病 家 

畜

伝
染
病

の
種
類 

乳
用
牛 

家
畜
の
種
類 

令

和

三

年

十

一

月

十

日 

生 

年 

月 

日 

患
畜 

患
畜
・
疑
似 

患
畜
の
区
分 

一
頭 

発
生 

頭
数 

笠
岡
市 

発

生

場

所 

令
和
七
年

三
月
十
三

日 発 
 

生

年

月

日 
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〔
九
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
久
米
南
町
峠

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

終

了

年

月

日 
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〔
九
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

新
見
市
神
郷
下
神
代

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
路
線
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日 

終

了

年

月

日 
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〔
一
〇
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

一
級
河
川
高
梁
川
水

系
高
梁
川
（
指
定
区

間
外
）
及
び
小
田
川

（
指
定
区
間
外
） 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
、
航
空

レ
ー
ザ
測
深
、
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測

量
、
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
修
正
及
び
写

真
地
図
作
成
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
三
月
十
四
日 

終

了

年

月

日 
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〔
一
〇
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
西
角
三
五
六
六
番
四
、
三
五
六
八
番
三
、
三
五
六
九
番
一
、
三
五
六
九

番
二
、
三
五
六
九
番
三
、
三
五
六
九
番
四
、
三
五
六
九
番
五
、
三
五
七
三
番
一
、
三
五
七
三
番
二
、

三
五
七
三
番
三
、
三
五
七
三
番
四
、
三
五
七
三
番
五
、
三
五
七
三
番
六
、
三
五
七
五
番
三
、
三
五

七
六
番
一
、
字
北
浦
三
五
七
七
番
二
、
三
五
七
八
番
一
、
三
五
七
九
番
一
、
三
五
七
九
番
四
、
三

五
七
九
番
五
、
三
五
七
九
番
六
、
三
五
七
九
番
七
、
三
五
九
三
番
二
、
三
五
九
五
番
、
三
五
九
六

番
三
、
三
五
九
六
番
五
、
三
五
九
七
番
二
、
三
五
九
九
番
四
、
三
五
九
九
番
五
、
三
五
九
九
番
八
、

三
六
〇
一
番
、
三
六
〇
二
番
三
、
三
六
〇
二
番
四
、
字
小
南
三
五
七
〇
番
五
、
三
五
七
〇
番
六
、

三
五
七
〇
番
七
、
三
六
一
〇
番
二
、
三
六
一
六
番
八
、
三
六
一
六
番
九
、
字
西
角
三
五
六
八
番
一

地
先
か
ら
三
五
六
六
番
四
地
先
ま
で
道
、
三
五
六
九
番
三
地
先
か
ら
三
五
七
六
番
一
地
先
ま
で
水
、

字
小
南
三
六
一
〇
番
二
地
先
か
ら
字
西
角
三
五
七
三
番
二
地
先
ま
で
道
、
字
北
浦
三
五
九
九
番
八

地
先
か
ら
三
六
〇
一
番
地
先
ま
で
水 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

広
島
県
広
島
市
西
区
山
田
町
五
三
九
番
地 

双
葉
運
輸
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

為
廣 

尚
武 

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
南
明
神
町
三
番
七
五
号 

ワ
コ
ー
物
流
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

為
廣 

尚
武 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
二
九
号 

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



〔
一
〇
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
上
林
字
鷺
瀬
九
九
番
一
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
辛
川
市
場
四
〇
〇
番
地
ホ
ワ
イ
ト
リ
リ
ー
二
〇
五
号 

猪
熊 

大
河 

猪
熊 

麻
衣 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
三
号 

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



〔
一
〇
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
西
角
三
五
六
六
番
四
、
三
五
六
八
番
三
、
三
五
六
九
番
一
、
三
五
六
九

番
二
、
三
五
六
九
番
三
、
三
五
六
九
番
四
、
三
五
六
九
番
五
、
三
五
七
三
番
一
、
三
五
七
三
番
二
、

三
五
七
三
番
三
、
三
五
七
三
番
四
、
三
五
七
三
番
五
、
三
五
七
三
番
六
、
三
五
七
五
番
三
、
三
五

七
六
番
一
、
字
北
浦
三
五
七
七
番
二
、
三
五
七
八
番
一
、
三
五
七
九
番
一
、
三
五
七
九
番
四
、
三

五
七
九
番
五
、
三
五
七
九
番
六
、
三
五
七
九
番
七
、
三
五
九
三
番
二
、
三
五
九
五
番
、
三
五
九
六

番
三
、
三
五
九
六
番
五
、
三
五
九
七
番
二
、
三
五
九
九
番
四
、
三
五
九
九
番
五
、
三
五
九
九
番
八
、

三
六
〇
一
番
、
三
六
〇
二
番
三
、
三
六
〇
二
番
四
、
字
小
南
三
五
七
〇
番
五
、
三
五
七
〇
番
六
、

三
五
七
〇
番
七
、
三
六
一
〇
番
二
、
三
六
一
六
番
八
、
三
六
一
六
番
九
、
字
西
角
三
五
六
八
番
一

地
先
か
ら
三
五
六
六
番
四
地
先
ま
で
道
、
三
五
六
九
番
三
地
先
か
ら
三
五
七
六
番
一
地
先
ま
で
水
、

字
小
南
三
六
一
〇
番
二
地
先
か
ら
字
西
角
三
五
七
三
番
二
地
先
ま
で
道
、
字
北
浦
三
五
九
九
番
八

地
先
か
ら
三
六
〇
一
番
地
先
ま
で
水 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
水
路
、
緑
地
、
消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

広
島
県
広
島
市
西
区
山
田
町
五
三
九
番
地 

双
葉
運
輸
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

為
廣 

尚
武 

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
南
明
神
町
三
番
七
五
号 

ワ
コ
ー
物
流
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

為
廣 

尚
武 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
二
九
号 

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
議
会
規
則
第
一
号

岡
山
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
議
会
議
長

久

徳

大

輔

岡
山
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

出
産

の
下
に

配
偶
者
の
出
産
を
含
む

を

介
護

の
下
に

看

「

」

「
（

。
）
」

、
「

」

「
、

護
」
を
加
え
る
︒

第
百
五
条
中
「
議
場
」
の
下
に
「
及
び
傍
聴
席
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
議
会
規
則
第
二
号 

 

岡
山
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
議
会
議
長 

 

久 
 

徳 
 

大 
 

輔 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

岡
山
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岡
山
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

凶
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

  

二 

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者 

  

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

 
 

四 

酒
気
を
帯
び
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 
 

五 

そ
の
他
会
議
を
妨
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
品
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
」

に
改
め
る
。 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項
） 

第
十
条 

傍
聴
人
は
、
傍
聴
席
に
あ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

静
粛
に
す
る
こ
と
。 

二 

議
場
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を
表
明
し
、
又
は 

 
 

議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
こ
と
。 

三 

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

四 

飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。 

五 

そ
の
他
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ 

 
 

と
。 

 
 
 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
議
会
告
示
第
一
号

岡
山
県
議
会
委
員
会
モ
ニ
タ
ー
テ
レ
ビ
視
聴
要
綱
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
議
会
告
示
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
議
会
議
長

久

徳

大

輔

第
八
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

凶
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

二

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者

三

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
他
の
視
聴
者
の
視
聴
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

四

酒
気
を
帯
び
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

五

そ
の
他
他
の
視
聴
者
の
視
聴
を
妨
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
八
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
」

に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
視
聴
者
の
守
る
べ
き
事
項
）

視
聴
者
は
、
視
聴
室
に
い
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

一

静
粛
に
す
る
こ
と
。

二

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

四

そ
の
他
他
の
視
聴
者
の
視
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

第
十
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
県
政
記
者
ク
ラ
ブ
に
所
属
す
る
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
の
表
岡
山
空
港
警
備
派
出
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岡
山
空
港
警
備
派

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七

出
所

第
三
号
の
表
牟
佐
駐
在
所
の
項
中
「
牟
佐
一
〇
一
一
」
を
「
牟
佐
一
〇
〇
〇
番
地
七
」
に
改
め
、
同
表
吉
宗
駐
在
所
の
項
中
「

岡
山
空
港
内
を
除
く

」
を
削
る
。

（

。
）

第
十
九
号
の
表
北
房
交
番
の
項
中
「
北
房
交
番
」
を
「
北
房
駐
在
所
」
に

「
上
水
田
五
一
八
三
の
八
」
を
「
下
呰
部
二
五
五
番
地
一
三
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
表
岡
山
空
港
警
備
派
出
所
の
項
及
び
吉
宗
駐
在
所
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２１日　岡山県公報　第１２６８６号


